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を
設
定
す
る
。

収
納
対
策
の
強
化

○
市
町
村
は
、
収
納
率
低
迷
の
要
因

分
析
を
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村

に
お
い
て
必
要
な
収
納
対
策
の
強
化

に
努
め
る
。

○
県
と
国
保
連
合
会
は
、
市
町
村
の

収
納
率
向
上
と
収
納
率
目
標
達
成
の

た
め
の
支
援
を
行
う
。

本
市
が
区
分
さ
れ
る
被
保
険
者
数

１
万
人
以
上
５
万
人
未
満
の
収
納
率

目
標
は
、
92
・
０
％
以
上
と
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
公
平
な
負
担
と
安
定
的

な
運
営
の
た
め
、
引
き
続
き
皆
さ
ん

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

保
険
給
付
の
点
検
、
事
後
調
整

○
県
は
、
市
町
村
が
行
う
保
険
給
付

に
つ
い
て
、
広
域
的
・
専
門
的
な
見

地
か
ら
の
点
検
を
実
施
す
る
。

療
養
費
の
支
給
の
適
正
化

○
海
外
療
養
費
に
つ
い
て
、
県
作
成

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
審
査
確

認
や
情
報
共
有
を
行
い
、
支
給
の
適

正
化
に
努
め
る
。

第
三
者
求
償
の
取
り
組
み
強
化

○
第
三
者
求
償
事
務
を
確
実
に
行
う

た
め
、
市
町
村
は
、
傷
病
届
の
提
出

を
励
行
す
る
取
り
組
み
を
行
う
。

○
第
三
者
求
償
事
務
は
、
高
い
専
門

性
を
必
要
と
す
る
こ
と
か
ら
、
市
町

村
は
専
門
性
を
確
保
す
る
た
め
の
体

制
整
備
に
努
め
、
国
保
連
合
会
や
県

は
市
町
村
の
体
制
強
化
を
支
援
す
る
。

平
成
30
年
度
以
降
も
引
き
続
き
、

保
険
給
付
の
実
施
主
体
は
市
で
あ
り
、

レ
セ
プ
ト
点
検
の
充
実
な
ど
保
険
給

付
の
適
正
化
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

○
保
険
者
の
医
療
費
適
正
化
に
向
け

た
取
り
組
み
を
促
進
す
る
た
め
創
設

さ
れ
る
保
険
者
努
力
支
援
制
度
を
活

用
し
、
一
層
の
医
療
費
適
正
化
に
向

け
た
取
り
組
み
を
推
進
す
る
。

○
全
て
の
市
町
村
で
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス

計
画
を
策
定
し
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク

ル
に
基
づ
い
た
効
率
的
で
効
果
的
な

保
健
事
業
を
実
施
す
る
。

○
特
定
健
診
と
特
定
保
健
指
導
の
実

施
率
向
上
に
取
り
組
み
、
生
活
習
慣

病
な
ど
の
予
防
を
推
進
す
る
。

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
は
、
健
康
診

断
や
レ
セ
プ
ト
な
ど
の
デ
ー
タ
を
分

析
し
、
効
率
の
良
い
保
健
事
業
を
実

施
す
る
こ
と
で
、
被
保
険
者
の
健
康

づ
く
り
に
役
立
て
、
医
療
費
の
縮
減

を
図
る
も
の
で
す
。

○
医
師
会
な
ど
の
協
力
を
得
て
重
症

化
予
防
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
策
定
し
、
よ

り
効
果
的
に
糖
尿
病
性
腎
症
重
症
化

予
防
事
業
を
推
進
す
る
。

○
重
複
頻
回
受
診
者
へ
の
訪
問
指
導

な
ど
、
受
診
の
適
正
化
を
図
る
。

○
後
発
医(

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク)

薬
品
差

額
通
知
を
継
続
実
施
す
る
な
ど
、
後

発
医
薬
品
使
用
割
合
の
向
上
を
図
る
。

事
務
処
理
の
標
準
化
・
共
同
化

○
事
務
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
策
定
し

て
市
町
村
の
事
務
処
理
の
標
準
化
を

進
め
る
と
と
も
に
、
国
保
連
合
会
に

よ
る
共
同
事
務
処
理
の
推
進
を
図
る
。

保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
・

福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
と
の
連
携

○
県
と
市
町
村
は
、
国
保
の
保
険
者

と
し
て
、
保
健
・
福
祉
全
般
と
連
携

し
て
施
策
を
推
進
す
る
。

○
県
の
運
営
方
針
と
保
健
医
療
計
画
、

医
療
費
適
正
化
計
画
、
高
齢
者
保
健

福
祉
計
画
な
ど
を
連
携
さ
せ
る
こ
と

に
よ
り
、
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
や
福

祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
施
策
と
の
一

体
的
な
推
進
を
図
る
。

県
と
市
町
村
・
国
保
連
合
会
と
の

相
互
の
連
携
を
図
る
た
め
、
平
成
28

年
度
に
設
置
さ
れ
た
群
馬
県
市
町
村

国
民
健
康
保
険
連
携
会
議
に
お
い
て
、

引
き
続
き
関
係
者
の
意
見
交
換
や
調

整
を
行
い
、
国
保
の
安
定
的
な
財
政

運
営
と
効
率
的
な
事
業
運
営
を
進
め

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
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群
馬
県
国
民
健
康
保
険
運
営
方
針

は
、
県
と
市
町
村
が
一
体
と
な
っ
て

制
度
を
運
営
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国

民
健
康
保
険(
国
保)

の
財
政
の
安
定

化
と
事
業
の
広
域
化
・
効
率
化
を
推

進
す
る
た
め
の
統
一
的
な
方
針
と
し

て
、
平
成
30
年
４
月
１
日
か
ら
平
成

33
年
３
月
31
日
ま
で
の
３
年
間
を
対

象
に
策
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

(

○
印
は
運
営
方
針
の
記
述
で
す)

国
保
医
療
費
の
見
通
し

○
国
保
加
入
者
は
減
少
傾
向
、
加
入

者
１
人
当
た
り
医
療
費
は
増
加
傾
向

で
推
移
す
る
と
見
込
ま
れ
る
。

○
２
０
２
０
年
度
は
、
１
人
当
た
り

医
療
費
の
高
い
70
歳
か
ら
74
歳
の
階

層
で
加
入
者
数
が
一
時
的
に
増
加
す

る
こ
と
か
ら
、
国
保
医
療
費
は
１
８

３
０
億
円
に
増
加
す
る
。

○
２
０
２
５
年
度
に
は
加
入
者
数
が

大
き
く
減
少
し
、
１
人
当
た
り
医
療

費
の
増
加
に
よ
る
影
響
を
上
回
る
こ

と
か
ら
、
国
保
医
療
費
は
１
８
１
７

億
円
へ
と
減
少
に
転
じ
る
。

団
塊
の
世
代
と
呼
ば
れ
る
皆
さ
ん

が
75
歳
と
な
り
、
後
期
高
齢
者
医
療

に
加
入
す
る
２
０
２
５
年
は
、
遠
い

将
来
の
話
し
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

赤
字
削
減
の
取
り
組
み

○
赤
字
が
生
じ
た
市
町
村
は
、
単
年

度
で
の
赤
字
解
消
が
困
難
な
場
合
、

中
期
的
な
目
標
を
設
定
し
て
計
画
的

な
赤
字
削
減
に
努
め
る
。

財
政
安
定
化
基
金
の
運
用

○
保
険
税
の
収
納
不
足
や
保
険
給
付

費
の
増
加
に
よ
り
財
源
不
足
と
な
っ

た
場
合
に
備
え
て
、
県
に
財
政
安
定

化
基
金
を
設
置
し
、
市
町
村
に
対
す

る
貸
し
付
け
や
交
付
、
県
に
よ
る
取

り
崩
し
な
ど
を
行
う
。

大
規
模
災
害
な
ど
被
保
険
者
の
生

活
に
影
響
を
与
え
る「
特
別
の
事
情
」

に
よ
り
、
保
険
税
収
納
額
が
不
足
す

る
場
合
に
交
付
さ
れ
ま
す
。

保
険
税
水
準
の
統
一

○
本
県
に
お
い
て
は
、
市
町
村
の
医

療
費
水
準
に
差
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

徐
々
に
保
険
税
水
準
の
統
一
を
進
め

て
い
く
。

○
健
康
づ
く
り
や
医
療
費
適
正
化
に

向
け
た
取
り
組
み
を
進
め
つ
つ
、
保

険
税
水
準
の
統
一
を
目
指
す
べ
き
課

題
と
し
て
位
置
付
け
、
県
と
市
町
村

で
協
議
し
て
い
く
。

国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金

○
県
は
、
市
町
村
ご
と
に
医
療
費
水

準
や
所
得
水
準
を
反
映
し
て
国
民
健

康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
額
を
決
定

し
て
徴
収
す
る
と
と
も
に
、
納
付
金

な
ど
を
財
源
と
し
て
、
保
険
給
付
に

必
要
な
費
用
を
全
額
、
保
険
給
付
費

等
交
付
金
と
し
て
市
町
村
に
支
払
う
。

本
市
の
平
成
30
年
度
納
付
金
は
、

医
療
分
が
10
億
８
１
０
９
万
３
千
円
、

後
期
高
齢
者
支
援
金
分
が
３
億
５
１

８
６
万
８
千
円
、
介
護
納
付
金
分
が

１
億
４
９
４
８
万
３
千
円
で
、
合
計

15
億
８
２
４
４
万
４
千
円
と
な
っ
て

い
ま
す
。

激
変
緩
和
措
置

○
納
付
金
の
導
入
な
ど
に
よ
り
被
保

険
者
の
負
担
が
急
増
す
る
こ
と
が
な

い
よ
う
、
納
付
金
の
算
定
に
当
た
り
、

激
変
緩
和
措
置
を
講
じ
る
。

○
激
変
緩
和
措
置
は
、
被
保
険
者
１

人
当
た
り
の「
平
成
28
年
度
決
算
ベ

ー
ス
の
納
付
金
相
当
額
」と「
当
該
年

度
の
納
付
金
額
」を
比
較
し
、
一
定

割
合
以
上
増
加
し
た
市
町
村
に
対
し

て
講
じ
る
。

平
成
30
年
度
は
、
県
内
35
市
町
村

中
11
市
町
村
が
急
激
緩
和
の
対
象
と

な
り
ま
し
た
が
、
本
市
は
対
象
と
な

っ
て
い
ま
せ
ん
。

標
準
保
険
料
率
の
算
定
方
法

○
県
は
、
市
町
村
ご
と
の
あ
る
べ
き

保
険
税
率(

標
準
的
な
住
民
負
担)

の

見
え
る
化
を
図
る
た
め
、
保
険
者
規

模
別
の
標
準
的
な
収
納
率
な
ど
県
内

統
一
の
方
法
に
よ
り
市
町
村
標
準
保

険
料
率
を
算
定
す
る
。

本
市
の
平
成
30
年
度
保
険
税
必
要

額
は
、
14
億
１
０
１
３
万
５
千
円
で
、

１
人
当
た
り
の
額
は
10
万
８
４
１
４

円
と
な
り
県
平
均
10
万
８
８
０
８
円

と
ほ
ぼ
同
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。

収
納
率
目
標

○
保
険
税
の
収
納
は
、
財
政
の
安
定

化
と
負
担
の
公
平
性
確
保
の
観
点
か

ら
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
保
険
税
の

収
納
率
向
上
を
図
る
た
め
、
保
険
者

規
模
別
に
収
納
率
目
標(

現
年
度
分)
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がスタート!!
充実を目指して
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国
民
健
康
保
険
制
度
の
運
営
を
安
定
化
し
、
将
来
に
わ
た
っ
て
国
民

皆
保
険
を
堅
持
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
本
年
度
か
ら
群
馬
県

が
市
町
村
と
と
も
に
保
険
者
と
な
り
国
民
健
康
保
険
を
運
営
し
ま
す
。

シ
リ
ー
ズ
最
終
回
と
な
る
今
回
は
、
新
制
度
の
ス
タ
ー
ト
に
当
た
り
策

定
さ
れ
た「
群
馬
県
国
民
健
康
保
険
運
営
方
針
」の
概
要
を
お
知
ら
せ
し

な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

群
馬
県
国
民
健
康
保
険
運
営
方
針
の
概
要

運
営
方
針
の
目
的
と
期
間

医
療
に
要
す
る

費
用
と
財
政
の
見
通
し

納
付
金
と
標
準
保
険
料
率

保
険
税
の
徴
収
の
適
正
な
実
施

国保財政の安定化と保健事業の

国民健康保険　都道府県化

保
険
給
付
の
適
正
な
実
施

医
療
費
の
適
正
化
の
取
り
組
み

事
務
の
広
域
的
で

効
率
的
な
運
営

都道府県化で、変わること・変わらないこと

変わること 変わらないこと

次の手続きは、平成30年度から一部変更となります。
・国保加入者の資格管理(都道府県単位のため、県内異動では
資格を喪失しませんが、転出確定日で国保税を再計算)

・被保険者証(保険証)の保険者名に群馬県と沼田市を併記
(10月の一斉更新まで、現在の保険証を使います)

・高額療養費多数回該当の通算方法(※)

次の手続きは、これまでと同様に沼田市で行えます。
・国保の加入、資格喪失、被保険者証に関すること
・出産育児一時金や葬祭費などの支給に関すること
・国保税の計算に関すること
・国保税の支払いに関すること
・特定健診や特定保健指導などの保健事業

※医療費が高額になった場合、所得に応じて医療費の自己負担が一定額で済む制度(高額療養費制度)があり、１年間に４回
以上該当した場合(多数回該当)には、自己負担限度額が変わります。これまで市町村をまたいで転居したときは回数が通
算されませんでしたが、今後は、同一県内の転居で世帯の継続性が保たれている場合には、該当回数が通算されます

安
定
的
な
財
政
運
営
と

効
率
的
な
事
業
運
営
に
向
け
て

シリーズ国保⑨


